
 

 
 
 

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 

2026年６月27日 

 

 

 

 

株主の皆様へ  
東京都千代田区富士見二丁目10番２号 

株式会社インターネットイニシアティブ

代表取締役社長執行役員 谷脇 康彦 

 

当社は、2026年６月26日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式としての自己株式の処分

（以下「本自己株式処分」又は「処分」という。）を行うことについて決議いたしましたので、会社法第201条第３

項及び同条第４項の規定に基づき、公告いたします。 

 
記 

 
 

１．処分の概要 

（１） 払 込 期 日 2026年７月15日 

 

（２） 
処分する株式の種類 

及 び 数 

 

当社普通株式 28,875 株 

（３） 割 当 方 法 特定譲渡制限付株式の割当による 

（４） 処 分 価 額 １株につき金3,070円 

（５） 処 分 総 額 88,646,250円 

 

 
（６） 

 

出資の目的とする財

産の内容及び価額 

2026年６月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、下記（７）記載の当社

の取締役及び執行役員に付与される当社に対する金銭報酬債権金

66,496,200円並びに当社子会社より同社の取締役及び執行役員に付与さ

れ、当社と同社の間の債務引受契約に基づき当社が引き受ける当社に対す

る金銭報酬債権金22,150,050円を出資の目的とする（募集株式１株につき

出資される金銭報酬債権の額は金3,070円） 

（７） 処分先及びその人数 

並びに処分株式の数 

当社の取締役（業務執行取締役に限る） 5名 10,606株 

当社の執行役員 21名 11,054株 

当社子会社の取締役（非常勤取締役、社外取締役及び非居住者を除く）6名 

4,350株 

当社子会社の執行役員（非居住者を除く） 6名 2,865株 

 

（８） 

 

そ の 他 
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し 

ております。 

以上 
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